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2018年 3月 1日より、香港に設立された全ての会社（香港証券取引所に上場している会
社を除く）は、SCR（重要支配者登録簿 Significant Controllers Register） を通じて
最新の受益所有権情報を取得し、維持することが求められる。 （会社（改正）条例 2018
の詳細は、 ここを クリックする。） 
 
これは香港の企業の受益所有権の透明性を高めることでマネーロンダリング防止やテロリストへの
資金調達対策の取り組みの一環として改訂されたものである。  会社条例（第 622条）の第
12部の第 2A節及び新たな一覧表として第 5A、5B、5C節が会社条例に追加された。 
 

主な要件 
 
現在、香港に設立された会社は以下の手順で実行することが求められている。 
• 適宜、通知の発行および必要な詳細データの取得を含む、会社の重要支配者を特定す

るための合理的な措置を講じる。 
• 会社の重要支配者の必要な詳細データを SCR に記入し、登記上の事務所または所定

の場所に SCR を保管する（SCRは未記入であってはならない）。 
• SCR が会社の登記上の事務所や株主名簿が保管されている場所に保存されていない

場合、または会社が登記官に場所を知らせていない場合は、SCR を最初に保管してから
15日以内に、SCR が保管されている場所を管轄する会社登記官に通知する。 

• SCR に関して法執行官を補佐する者（指定代表者）を最低１人指名する。 
   
 
 

  

香港タックスアラート 

 

香港の企業受益所有権の引き締め－会社（改正）条例 2018 
 

サマリー 
 
2018年 3月 1日より、香港の株
式会社（香港上場会社を除く）
は、SCR（重要支配者登録簿）を
通じて最新の受益所有権情報を維
持することが求められる。 
 
これは香港のマネーロンダリングを防
止し、企業の受益所有権の透明性
を高めるための取り組みの一環であ
る。 
 

（香港税務速報） 

第 2回   2018年 3月 
 

https://www.cr.gov.hk/en/publications/docs/es1201822053-e.pdf
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「重要な支配」の定義  
 
以下の条件の１つ以上を満たす場合、会社に対する「重要な支配」を有することになる。 
a) 対象会社の発行済株式の 25%超を直接または間接的に保有（株式資本のある会社

の場合）している、あるいは対象会社の資本や利益の 25%超を保有（会社が株式資
本を持たない場合）する権利がある者 

b) 対象会社の議決権の 25%超を直接または間接的に保有する者 
c) 対象会社の取締役の過半数に対する任免権を直接または間接的に保有する者 
d) 対象会社に対して重要な影響力または支配力を行使する権利を有する、または実際に

行使する者 
e) 法人ではない信託又は事業体で、その活動に重要な影響力や支配力を行使する権利を

有する、または実際に行使する者であり、その受託者またはメンバーが上記の(a)から(d)
の条件の１つ以上を満たす者 

  
罰金 
 
対象会社が上記の要件のいずれかを遵守しない場合は、その会社と各担当者は違反したことに
なり、各自罰金 25,000香港ドルを支払うことになる。 違反が継続される場合、１日当たり
700香港ドルの罰金も適用される場合がある。SCR に誤った、紛らわしいまたは誤解させるよう
な情報を記載した会社に対しては、最大で 300,000香港ドルの罰金および禁固２年が適用
される可能性がある。 

 
SCRの維持 

 
対象会社に重要な支配者がいるかどうかに関わりなく、各社は SCR（英語または中国語）を
会社の登記上の事務所または香港のどこかに保管しなければならない。会社も SCR の保管場
所またはその保管場所が変更になる場合は、会社登記官に通知しなければならない。各社は
SCR の未記入欄を残さず（該当なしの場合はその旨を記載）、完成させる必要があり、要求
に応じて法執行官による検査に利用できるようにしておかなくてはならない。  
 

KPMG の所見 
 
香港は世界中の規制監督者による審査等の増加を受け、マネーロンダリングとテロリストの資金
調達リスク削減を目指して、マネーロンダリング防止策・規則を強化している。  KPMGは、金融
業界と非金融業界の両業界が確実にマネーロンダリング規則を遵守できるように、香港政府によ
る具体的な措置の導入を期待している。  
 
香港税務の観点からは、納税者に香港の居住者証明書を発行する際に、当該変更が香港政
府税務局に透明性の高い会社の受益者情報を潜在的に提供することになる。さらに、租税条
約の恩恵が適用されるかどうかを決定する際に、持株会社や最終的な所有者を注視する他国
の税務当局がCSRを閲覧する場合もある。   
 
お問い合わせおよびサポートは、貴社の秘書サービスプロバイダーまたはKPMGの下記税務アドバ
イザーまでご連絡ください。 
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